
平成28年3月10日

京都地方裁判所民事部

秘匿情報管理に関する申合せの運用等について

京都地方裁判所民事部秘匿情報管理に関する申合せ（平成27年3月11日民事

部会決議。以下「申合せ」 という。）に係る書記官及び事務官の事務処理の便宜のた

め，第1及び第2のとおり定め，併せて，行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律（以下「番号法」 という。） 2条5項に定める「個

人番号」 （以下「マイナンバー」という。）の取扱いを第3のとおり定めましたので，

当面の間これによってください。

第1 秘匿情報の適切な管理の必要性（申合せ第1 ，第2）

秘匿情報の取扱いについては，民訴法92条（閲覧等制限）等の明示的な規

定が存在せず，事実上の措置として行わざるを得ない一方で，昨今の社会情勢

等に鑑みると， その適切な管理が極めて重要となる。そこで，適正かつ円滑な

事務処理のために以下の第2のとおり定めるものであるが，少しでも疑問点が

生じるなどした場合には，必ず申合せに立ち返って確認するようにする。

第2 事務処理手順

1 民事訟廷事件係（以下「事件係」 という。）における事務（申合せ第4）

事件係は，以下の(1)に該当する場合，以下の(2)から(4)までの各事務処理を行
＞

フ。

(1) 秘匿希望の端緒

ア訴状等を提出した当事者が住所等の秘匿を希望している場合

イ控訴等によって他庁から送付される事件記録の表紙や引継メモに秘匿希

望が明示されている場合

ウ事件係において， 当事者の住所等の秘匿希望が容易に推認される場合

(2) 当事者への教示
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ア住所等の秘匿を希望する旨の書面が作成されている場合

訴状等を持参した当事者に対し，別添「住所等の秘匿を希望する場合の

注意点について」 （以下「注意書」 という。）を交付し， 内容を説明する。

イ訴状等を持参した当事者が口頭で住所等の秘匿を希望する場合

訴状等を持参した当事者に対し，上記アと同様の教示を行った上で，別

添「情報非開示の申出書」 （以下「非開示申出吾」 という。）を交付し，記

入させる。

ウ 当事者が連絡先（電話番号）の秘匿を希望する場合

訴状等を持参した当事者に対し，別添「連絡先の届け出」 （以下「連絡先

届出書」 という。）を交付し，記入させる。

(3) 事件記録等への明示方法

ア別添「イメージ図」のとおり，事件記録に当事者から秘匿希望がなされ

ている旨を明示する。

/r MINTASの’ ■■欄に｜ ｜ と入力し,■■

■欄の右側の「 ウ､ら, | lを選択する“
（4） 裁判部への引継方法

ア上記(2)ア又はイの教示を行ったときは，訴状等チェック表の「その他連

絡事項」欄に「注意書交付済」 と記載し，裁判部に引き継ぐ。

イ上記(2)ウの連絡先届出書が提出されている場合は，事件記録カバー表側

袋部分に入れた上で，裁判部に記録とともに引き継ぐ。

2 裁判部における事務（申合せ第5）

裁判部は，以下の(1)に該当する場合，以下の(2)から(8)までの各事務処理を行
ー

F）

(1) 秘匿希望の端緒

ア配てんされた事件記録に秘匿希望が明示されている場合

イ裁判部において， 当事者から住所等の秘匿希望があった場合

ウ裁判部において， 当事者の住所等の秘匿希望が容易に推認される場合
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(2) 受訴裁判所との連携等

ア受訴裁判所に対し，秘匿希望事件であることを速やかに報告し，秘匿の

要否及び範囲等について協議し，受訴裁判所としての取扱方法を決める。

イ取扱方法が決まったときは，非開示申出書の裁判所記載事項欄に必要な

チェックと記載をし，裁判長（官）の認印を受け，秘匿情報として取り扱

う情報を記録上明示する （別添の非開示申出書とは異なる書式の書面によ

り申出がされている場合も， 同様の記載を行う｡)。

ウ秘匿情報として取り扱う情報があるときは，速やかに「閲覧等禁止決定

及び秘匿申出情報ファイル」 （平成27年11月18日付け民事首席書記

官書簡以下「秘匿申出情報等ファイル」 という。）を作成し，書記官室

全体で認識の共有を図る。

(3) 当事者への教示

ア注意書を受け取っていない当事者に対し，注意書を交付し， 内容を説明

する。

イ上記(2)アの受訴裁判所との協議を踏まえ，秘匿希望の内容に不備が見ら

れるときは， 当事者に補正を促す。

ウ上記(2)アの受訴裁判所の取扱方法の判断終了後, 当事者にその内容を連

絡し， その旨を非開示申出書の裁判所記載事項欄に記載する（別添の非開

示申出書とは異なる書式の書面により申出がされている場合も, 同様の記

載を行う。)。

エ裁判部において， 当事者から新たに住所等の秘匿を希望されたときは，

必要に応じて前記1(2)と同様の教示を行う。

(4) 事件記録等への明示方法

ア裁判部において， 当事者から新たに住所等の秘匿を希望されたときは，

前記1(3)の明示方法を行う。

イ事件記録カバー表側袋部分に,別添｢秘匿希望事件チェック表」 （以下「チ

ェック表｜という。）を挟み込み，当事者から書面が提出された場合や閲覧．
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謄写（以下「閲覧等」 という｡）の申請がなされた場合のチェックリストと

して活用する。

ウ受訴裁判所が秘匿情報として取り扱う情報があると判断した場合は,M

【NTASの■■■■■欄の■■■■■の入力を,■■■■
■と上書き入力する．

エ受訴裁判所が秘匿情報として取り扱う情報がないと判断した場合は,事

件記録を上記ア及びイの明示方法前の状態に戻すとともに,MINTAS

の■■■の■■■欄右側の■■■■を■■■■に戻す。
(5) 秘匿情報の有無を注意すべき書面（申合せ第3の3）

当事者から提出される書面（尋問時の出頭カード， ファックス送信文書の

ファックス番号等に注意）や裁判所作成の書面（判決書や和解調書等の当事

者の表示，尋問調書の住所の表示等）だけでなく，第三者から提出される郵

便送達報告書，送付・調査嘱託の回答書面等についても，秘匿情報が事件記

録に表れることがないよう注意しながら事務処理を行う．

(6) 事件記録上に秘匿情報が表れることとなった場合の対応

ア秘匿情報部分にマスキングテープを貼付した状態（裏面から秘匿情報部

分が透けて見える場合は，裏面も同様の措置を行う。）で当該書面の写しを

作成し， 同写しを事件記録に綴る。

原本は,事件記録から取り外して別冊を作成する。別冊は，本体記録に

添付（曳舟）し，事件記録カバーを付け，同カバー表側袋部分に赤字で「秘

匿情報文書」 と記載した上･ンク色分界紙を入れる。また，背表紙に赤字で

「秘匿情報文書」 と記入する （ただし，別冊作成が困難なときは，受訴裁

判所と協議して対応する｡)。

イ トラマークの内容及び記載箇所欄に必要事項を記入し,チェック表の｢★

上記秘匿情報は記録上，表れて」の「□いる」欄に赤字でし点を付す。

（7） 秘匿情報が表れている事件記録につき閲覧等の申請がされた場合の対応
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ア申請人が求める閲覧等の部分に秘匿情報が含まれている場合， 申請人に

対し， 当該秘匿情報部分を除いて申請するように補正を促す（閲覧等の理

由の聴取など,この際の対応経過は権利濫用性の判断資料となることから，

必ず記録化する｡)。

イ 申請人が上記アの補正の促しに応じない場合は,受訴裁判所と協議の上，

権利濫用を理由とする閲覧等申請の（一部）不許可処分を検討する。

(8) 民事訟廷記録係（以下「記録係」 という。）への事件記録の引継方法

ア上訴等で大阪高裁に送付する場合

上記(4)イの明示方法を残したまま，秘匿申出情報等ファイル（該当部分

を抜き出したもの）を事件記録カバー表側袋部分に入れた上で，記録係に

引き継◇

イ確定した場合

上記アと同様とする。ただし，判決書等の原本を事件記録末尾に綴り替

える際には，非開示申出吾（異なる書式による同趣旨の書面を含む｡）を

附属書類として上記原本の末尾に添付しておくとともに，非開示申出書

（同上）の写しを作成して事件記録の当初の位置に綴っておく。

3 記録係における事務

(1) 記録の送付・保管方法

ア上訴等で大阪高裁に送付する場合

前記2(8)アにより裁判部から引き継がれたままの状態で送付する。併せ

て，上訴等の連絡メモの添付資料として秘匿申出情報等ファイル（該当部

分を抜き出したもの）を送付するとともに， その控えを作成して上訴審か

ら記録が返還されるまでの間保存する。

イ確定した場合

前記2(8)イにより裁判部から引き継がれた状態で保存する。ただし,分

離する判決書等の原本表紙に事件記録と同様のトラマークを貼付し， 同原

本綴りの事件書類編冊目録の備考欄に「秘匿情報対象事件」 と注記すると

原
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ともに，秘匿申出情報等ファイル（該当部分を抜き出したもの）を同目録

末尾に添付して保存する。また，上記判決書等の原本の附属書類として，

非開示申出書（異なる書式による同趣旨の書面を含む｡） を同原本ととも

に保存する。

（2） 閲覧等の申請への対応

ア秘匿情報が表れていない場合

他の事件記録と同様に，記録係において対応する。

イ秘匿情報が表れている場合

受訴裁判所との連携の観点から，裁判部において対応する。

第3 マイナンバーの取扱い

番号法その他の個人情報保護法制の趣旨に照らし，マイナンバーを適切に取

り扱う必要があるところ， マイナンバーは， 当事者の申出の有無にかかわらず

常に秘匿することになるなどの点を除けば，秘匿情報に類似することから，そ

の取扱いについては， その性質に反しない限り，前記第2の事務（当事者の申

出に係る部分を除く。）に準じた処理を行うこととする。これに加えて，以下の

事務を行う。

なお， マイナンバーの適切な管理は極めて重要であることから，平成27年

12月3日付け最高裁事務総局総務局長外の書簡添付のQ&Aを必ず一読し，

実際の事務処理に当たっても適宜参照するようにする。

1 不必要なマイナンバーを取得しないための措置

(1) 受付窓口等における注意喚起

各部署に別添「マイナンバーの取扱いについて」 （以下「マイナンバー取扱

文書」 という。）を備え置く。

（2） 受付書類の確認作業

マイナンバーの記載可能性がある書面（別添「訴訟手続等において提出が

予想される主なマイナンバー記載書類」参照）を受領するときは，提出者に

の記載の有無につき確認するとともに，交付された書面対してマイナンバ
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にマイナンバーの記載がないことを確認する。

当事者等に対する注意喚起・教示

ア事務処理の各場面において， 当事者等にはあらかじめ次のような注意喚

起．教示を行い，不必要な情報を裁判所に持ち込ませないよう努める。

（ｱ） 不必要にマイナンバーが記載された書類を裁判所に提出することが

ないよう， マイナンバーの提供の必要性を慎重に検討させる （必要性が

あるのは， マイナンバーが要証事実に関わるなど，極めて限られた場合

である｡)。

※住民票の写しや源泉徴収票等には， 原則としてマイナンバーは記載されないが， 本人の求め

に応じてマイナンバーが記載されたものが発行される場合があることに留意する。

(ｲ） マイナンバー自体を提供する必要がない場合でマイナンバーが記載さ

れた書類を提出する際には， マイナンバー部分をマスキングしたものを

提出させる。

※社会保障や税に関する各種申告書等のマイﾅﾝバｰ記載欄が設けられた書類(控え）が提出

される場合には‘特に注意を要する。

イ訴状副本等送達時にマイナンバー取扱文書を同封する。

ウ送付．調査嘱託を行う場合には，嘱託書等において， マイナンバーを記

載しないことを求め， マイナンバーが記載されている書類をもって回答せ

ざるを得ないときは， マイナンバー部分のマスキングを行った上で提出す

(3)
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るよう求める。

2 マイナンバーを取得した場合の措置

当事者の申出の有無にかかわらず常に秘匿することになる点を除いて，事件

係につき前記第2の1(3)及び(4)と，裁判部につき前記第2の2の(2), (4)、6)，

(7)及び(8)と，記録係につき前記第2の3と， それぞれ同様の措置をとる。

ただし， マイナンバーが要証事実に関わる場合は， 当該耆面の相手方への送

達（送付）については，受訴裁判所と協議の上で取扱いを決める。

3 マイナンバーの提供を受ける必要がある場合の手続

｡）
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裁判所が鑑定人等に報酬を支払う場合， 出納課担当者による支払調書作成の

ために，鑑定人等からマイナンバーの提供を受ける必要がある。

この場合には，裁判部の担当書記官は， 出納課担当者への報酬請求書の交付

のみを行い，マイナンバーの提供依頼（個人番号申告耆等を鑑定人等に交付す

る｡）及びマイナンバー受領時の本人確認については， 出納課担当者が行う。

なお，鑑定人等が担当書記官宛てにマイナンバーを送付してきたとしても，

担当書記官はこれを受領することができないため,直ちに出納課担当者に引き

継ぐ。
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住所等の秘匿を希望する場合の注意点について 京都地方裁判所民事部

1 あなたが裁判所に提出する訴状や申立書は，相手の方に送ることになりますので’このよ
うな書面に秘匿を希望する（秘密にして隠しておきたい）あなたの住所（避難先’転居
先）や電話番号などの情報を書かないようにしてください。今後，あなたが裁判所に提出
する書面も同じですので注意してください。

2証拠書類の写し（コピー）も相手の方に送ることになりますので，例えば’診断書を証拠
として提出する場合，その診断書に秘匿を希望している住所などが書かれていたら，その
部分をマスキン/グ（マスキングの方法は裏に書いてあります。 ）したものを提出してくだ
さい。

3 あなたが，秘匿を希望している住所や琴舌番号などが書かれた書類をマスキングすること
なく，そのまま裁判所に提出した場合は， あらかじめ秘匿希望の申出耆等を提出されてい
たとしても，相手の人にそのまま送られたり，閲覧・謄写されたりする可能性もあります
ので、裁判所に提出する前に十分確認してください。

4あなたの住所や讓舌番号などを秘匿情報として扱うかどうかは，最終的には裁判官が判断
することになります。あなたの希望どおりの扱いをしない場合は，裁判所から住所などの
補正を求めることがあり得ます。

5住所などを秘匿することで，仮に裁判で勝訴しても，強制報了や登記をすることが難しく
なるなどの不利益を受けることがありますので， ご注意ください。
※例えば,あなたの住所を秘匿するために珂主所に代えて代理人(弁護士)の住所を記載していた場合，あなたが
裁判で朧斥したとしても, ;"ll執行を行う際に代理人が代わったりしたために住所のつながりを証明できない状況
や,同様の詞列で珂主所に代えて記載した代理人住所に弁護士事務所名が入っているなどの理由により，単なる
連絡先であるとして法務局において(仮)差押登記を受け付けてもらえない状況なども考えられます。

として扱うこととした場合であっても，相手の方
その理由によっては秘匿情報を含めて相手の方

6 あなたの住所や電話番号などを秘匿情報とI
から記録の閲覧等が請求されたときには， そ
の閲覧等を認めることになる場合があります。
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もし書かれていた場合には，次の方法で提出してください。

ア書類（原本）の該当部分（相手の方に知られたくない住所や議舌番号などが書かれ

ている部分）を見えないように豆スキング(粘着力があるとともに，剥がした際に用
－

一

紙に損傷を与えないマスキングテープを用いる。 ）する。

イマスキングした書類腺本）をコピーし（必要部数） ，それを裁判所に提出する。

2裁判所から送られる郵便物の受取りについて気を付けていただくこと

（相手の方に現住所を知られたくない場合）

弁護士に委任しないときは，次加反IX2)のいずれかの方法により，郵便物の受取り

に関する届け出をしてください。

（1）送達場所の届け出

相手の方に知られてもよい場所で，かつ，あなた自身が郵便物を直接受け取ることが

できる場所を，送達場所として届け出てください。

（2）送達受取人の届け出

あなたに代わって，あなたの郵便物を受け取ってもらえる第三者を，送達受取人とし

て届け出てください。

※届ﾉ迂/の友鱒式塑当善記餅こお尋ぬぐださ"ち

一

2

Ｅ
に

－

－

厄
脾
ｌ
」
膨
卯
肚
趾



四詞
(注） この申出書は，事件記録につづります。
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平成 年 月 日

京都地方裁判所第 民事部御中1法書士な

いないがノ
印申出人（氏名）

情報非開示の申州害
』を十分に耐

ては外契総 頭書訴訟事件につき， 下記1の理由により口原告 口被告

報につき， 閲覧謄写の制限をされる等， その取扱いに留意して

記

1 情報非開示の申し出をする理由

の下記2の個人情

ださい。報通知書

どが書か

した際に

提出する6

情報非開示の対象範囲

口現住所

□その他（具体的に範囲を明示すること）

２

吻の受取り

注意：本書面は他方当事者等に開示されますので，取扱いに留意すべき個人情報

は記載しないように注意してください。
反ることが

【裁判所記載事項欄】

平成 年 月 日 裁判長（官）印

口上記2につき, 口全て・口一部（ ）を秘匿情報として取り扱う。

口上記2につき，秘匿情報として取り扱わない。

月 日 申出人（口代理人）に対し， 口電話・□ で連絡済

そ取人とし
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蝿
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鵠
恐
瀞

(事件記録にはつづらない）

秘
号）第年（平成

連絡先の届け出 日）月平成 年(届出日

(秘匿申出の当事者氏名）

（

(連絡先）

口 電話番号

※訴状， 申立書のほか，書証（診断書など）は，相

手の方に送達（送付）することになりますので，相

手の方に知られたくない住所，電話番号など秘匿し

ている住所等を記載していないか再度確認し旦堂

さい。

、

唖

F
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民事第一審訴訟事件記録
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秘匿希望事件ﾁｪｯｸ表

］裁判官に報告･処理方針の確認

，手続教示(注意書交付）

）秘匿希望住所等以外の送達場F

）書類提出時の確認

特に注意すべき提出書面の例】

O訴状･申立害

O委任状

O証拠申出書

O診断書

；

O陳述書

O所得証明書

O源泉徴収票

O郵便貯金通帳

O年金分割のための情報通知書

時に注意すべき作成書面の例】

O供述調書(出頭カード）

O決定害･判決害

O郵便送達報告書

｝閲覧謄写時の確認

本件（ （ワ）

口住所

口電話番号

)の秘匿希望事項

の届出

■

★本件特記事項

口注意書き交付済

口申述害提出あり

口連絡先の届け出あり

ロ

★上記秘匿情報は記録上,表れて

□いる □いない

表れている場合(曳舟処理済み）

ロ委任状

口送達報告書
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』

マイナンバーの取扱いについて

京都地方裁判所第○民事部

鷺
識
譲
蕊
霊
礪
謹
譲
蕊
辮
錆
琴
謡
肺

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（以下

「番号法」 という6 ）に基づき，平成28年1月 1 日から個人番号（マイナンバ

ー）の利用，提供及び本人確認の措置など番号法に係る主要な規定が施行されます。

訴訟手続その他の裁判所の手続においてもマイナンバーを取り扱う場面が想定さ

れるところ，番号法その他の個人情報保護法制の趣旨に照らして裁判所においても

適切に取り扱う必要がありますので，訴訟手続等のために書類等を裁判所に提出す

るにあたっては，次の点について留意してください。

1 訴訟手続等のためにマイナンバーを裁判所に提供する必要があるか否かを十

分検討し，不必要にマイナンバーが記載された書類を提出しないこと （特に住

民票の写しや源泉徴収票等を裁判所に提出する場合には， マイナンバーが記載

されていないものを提出すること）

2 マイナンバー自体の立証以外の目的で提出する書類にマイナンバーが記載さ

れている場合には， マイナンバー部分のマスキングを行った上， マスキング後

のものを提出すること （社会保障や税に関する各種申告書等の控えを提出する

場合など）

爵

：

１

界

Ｐ

．

．

『

Ⅲ

わ

味

駅

耳

１

引

引

ｇ

Ｆ

９

副

ｒ

卜

降

民

Ｍ

Ｆ

ｋ

Ｐ

Ｒ

レ

ド

レ

陸

Ｆ

脇

Ｂ

Ｆ

Ｆ

９

肺

Ｆ

Ｉ

Ｔ

ｐ

に

ｒ

咋

小

臥

罫

ド

ヒ

ェ

堀

唯

陛

Ｉ

良

〆

ｉ

Ｌ

Ｆ

Ｅ

間

劃

『

１

『

Ｌ

Ｊ

マ



－

訴訟手続等において提出が予想される主なマイナンバー記載書類
（注）マイナンバーが記載される全ての書類を掲載しているものではありません。

〃

|申告所得税関“

税

分野 種類 害類名称 備考

共通

住民票

通知カード

個人番号カード

イキ民票の写し

涌知カード

ｲ間人番号カード

希望者のみ記載

希望者のみ交付

社会保障

雇用保険手続関係

雇用継続給付手続関係

健康保険関係（給付関係）

生活保護関係

介護保険関係

雇用俣険被保険者資格取得届

雇用俣険被保険者資格喪失届。氏名変更届

雇用俣険被保険者離職票－1 ・資格喪失確認通知害

夫麦給失業等給付請求書

高年齢雇用継続給付受給資格確認票. （初回）高年齢雇
用継続給付支給申請害

育児休業給付受給資格確認票。 （初回）育児休業給付金
支給申請書

各種給付金（療養費，傷病手当金等）申請書

牛活俣護法による保護申請書

生活保護台帳

介諺俣険（要介護認定，要支援認定等）申請書

介諺保険資格取得・異動・喪失届

介誇保険被保険者証交付申請書

、
、
ノ

ゴ
ロ
■
０

〃
〃
●
、

、
●
／ （1

、
、
●
ノ 〈1

、
●
〃 〈1

※1

※1

※1 （国民健康保険及び後
期高齢者医療制度）

※1

行政庁が作成保管するも
の

、
●
／ （1

、
●
ノ （1

Ｑ
、
■
４
夕 <1

所得鞭の確定申告書B
、
●
ノ(1

所得税の青色申告承認申請書
、
●
ノ(1

青伝事業専従者給与に閨する届出・変更届出書
、
■
〃 <1

源泉所得税関係

給与所得者の扶養控除等（異動）申告書

給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特
月||控除申告書

給与所得者の（特定増改築等）住宅借入金等特別控除申
告害

恨職所得の署給に閨する申告書

公的年金等の受給者の被扶養親族等申告害

、
●
〃 <1

※1

※1

、
●
〃 （1

、
●
〃 （1

相続税・贈与税関係
目曽与税の申告書第一表

相続税の申告書第1表

、
■
ノ

、
■
ノ

、
●
ノ

、
●
ノ

(1

(1

消費税関係
消菩瀞及び地方消費税の確定申告害（一般用）

消菩税課税事業者届出書（基準期間用）

、
■
〃

、
。
．
グ

(1

<1

間接諸税関係 印紙税納税申告書（書式表示用）
、
●
〃

１
６

／
●
、

酒税関係

酒税紬涌申告妻

酒類の販売数量等報告書

里動申告害

、
●
ノ

、
●
〃

、
■
〃

（1

（1

（1

法定調書関係

給与所得の源泉徴収票

恨職所得の源泉徴収票

公的年金等の源泉徴収票

報酬．料金．契約金及び賞金の支払調書

不動産の伸用料等の支払調書

西R当垂11余余の分配及び基金利息の支払調書

給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

恨職手当金等署給者別支払調書

、
■
グ （1 ， ） (2

、
●
ノ （1 ， う (2

、
●
〃 （1 ， ） (2

、
、
●
グ(1 ， ） (2

。
、
ｑ
４
グ(1 ， ） (2

、
●
〃(1 ， ） <2

※1 （提出者が個人の場合
に限る｡ ）

、
●
ノ 〈1

納税証明書及び納税手続関係

納税訂明害交付請求書

納瀞の猶予申請雲

梅価の猶予申請書

、
■
ノ

、
●
ノ

、
●
ノ

（1

（1

（1

地方税関係

給与支払報告書（総括表）

給与支払報告書（個人別明細書）

公的年金等支払報告書（総括表）

公的年金等支払報告書（個人別明細書）

恨職所得申告書

"RI|徴収票（市町村提出用）

市町村民税。道府県民税納入申告書

※1 （提出者が個人の場合
に限る。 ）

※1

※1 （提出者が個人の場合
に限るの ）

、
●
ノ(1

、
０
〃(1

、
●
ノ （1

※1 （提出者が個人の場合
に限る命 ）

その他
異議申立書

審査請求書

※1

※1

災害対策 災害関係 被災者台帳
行政庁が作成，保管するも
の

その他

賃金台帳

金融機関における各種申込書

上記マイナンバー記載書類を
日
飯 影した写真

事業者が作成保管するも
の

※1 ※3

※4



§

一書類名称
種類分野

種鳶葆…蚕葆碩稠杲

備考

和
一
罰

険者資格喪宋届
態熊液羅客電7~届~了国民年金第3号被保険者
関係届 一

健康保険・厚生年金手続関係
（適用関係）

※1

社会保障 『
１
０※

…健康保険関係（給付関係）
市区町村が作成し，事
が保管するもの ： 録

画
密
画
蟻
毎
画
轍
室
毎
画

地方税関係税

※1 申請者請求者，届出人等にマイナンバーの記載が求められている書類（申請者等控えを含む。 ）

｜
※2税務署提出分のみ（本人に交付される源泉徴収票支払調書写し又は支払通知書には， 本人からマイナンバーも含む開示請求がされな
い限り記載されない。 ）

※3 主に銀行や証券会社における①投資信託。公共債など証券取引全般，非課税貯蓄財形貯蓄（年金住宅） ’外国送金（支払受領） ，
信託取引に係るものが考えられる。
※4例えば証拠物として提出された写真の中に窃盗の被害品等としてマイナンバーが記載されたものが写り込んでいる可能性がある。
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